
大和市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年６月２９日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第３９号 

大和市火災予防規則の一部を改正する規則 

大和市火災予防規則（昭和５９年大和市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「２部」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改

め、同項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

第１３条中「第２３条第４項」を「第２３条第３項」に改める。 

第２２条中「第２３条第２項及び第４項」を「第２３条第２項及び第３項」に、「の規定によ

る」を「に規定する」に、「別図第２」を「別図」に改める。 

第３１条第１項中「（次項において「届出書等」という。）」を削り、「正本１部及び副本１

部」を「２部」に改め、同条第２項を削る。 

別図第１を削り、別図第２を別図とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


